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第Ⅰ章 総論 
 

１ 個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金申請マニュアルの位置付け 

個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金（以下「助成金」という。）の事務手続きについては、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、総務省所管補助金等交付規則（平成１２年総理

府・郵政省・自治省令第６号）、無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱（総基移第３８０号（平１７

年１１月２５日）及び平成２２年度個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付要綱（以下「交付要綱」

という。）によるほか、このマニュアルに基づいて助成金事業（以下「助成事業」という。）を実施するもので

す。 

 

２ 助成事業の目的 

新たな難視地域となる場合において、建屋ごとの受信設備に係る地上デジタルテレビ放送の難視聴解

消を目的とする事業であって、法人又は受信者（以下「受信者等」という。）が行うものに対し所要経費の一

部を助成することにより、放送の受信可能な地域の拡大を図ることを目的としています。 

 

３ 用語の定義について 

このマニュアルで示される用語の定義については、以下のとおりとします。 

(1) 新たな難視地域 

地上アナログテレビ放送が受信できる地域（放送対象地域における一般放送事業者の放送系の数が

一などやむを得ない理由により、他の放送対象地域の一般放送事業者の放送を現に受信している地域を

含む。）であって、地上デジタルテレビ放送への移行に伴い同放送の電波の特性等に起因し、地理的条

件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ（地上１０ｍの高さにおける電界強度）が１．０ｍＶ／ｍ

に達しない地域を指します。 

 

(2) 地上デジタル放送難視地区対策計画 

地上デジタル放送難視地区対策計画（以下「難視地区対策計画」という。）とは、地上デジタル放送の

難視聴の解消のため、 電波の受信状況、対策対象世帯数（範囲）、対策手法、対策時期など対策を示

した計画であって、総務省及び地域の放送事業者等で組織する全国地上デジタル放送推進協議会が策

定・公表するものを指します。 

 

(3) 高性能等アンテナ対策事業 

    地上アナログテレビ放送の受信設備を標準性能（１４素子アンテナ相当の性能）を超えるアンテナ等を

用いること若しくは受信点を移設等することにより、地上デジタルテレビ放送対応の受信設備に改修す

る事業を指します。 

 

(4)ケーブルテレビ等移行対策事業 

地上アナログテレビ放送の受信設備を有線テレビジョン放送施設（電気通信役務利用放送設備を含

む。以下同じ。）又は有線共聴施設への置換により地上デジタルテレビ放送の再送信を視聴可能とする

事業を指します。 

  

(5)個別受信難視聴対策事業 

新たな難視地域となる場合において、建屋ごとの受信設備に係る地上デジタルテレビ放送の難視聴

解消を目的とする高性能等アンテナ対策事業及びケーブルテレビ等移行対策事業であって法人又は

受信者が行う事業を指します。 

 

４ 助成事業の基本的考え方 

(1) 助成対象 

ア 助成対象は、新たな難視地域となる場合において、建屋ごとの受信設備に係る地上デジタルテレビ
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放送の難視聴解消を目的とする事業であって、法人又は受信者が行なうものとします。 

 

イ 助成対象は、難視地区対策計画に地区対策計画として掲載され、対策手法が示されている地区のう

ち、「高性能等アンテナ対策事業」においては、対策手法が「高利得受信アンテナ等」とされている地

区とし、「ケーブルテレビ等移行対策事業」においては、対策手法が「ＣＡＴＶ加入」、「既設共聴加入」、

「共聴施設設置」又は「高利得受信アンテナ等」とされている地区とします。 

 

ウ 本助成事業は、難視地区対策計画に掲載された地区の難視聴解消を目的とする事業のため、難視

地区対策計画に掲載のない地区においては助成対象とはなりません。 

 

(2) 事業の採択 

ア 助成対象となる事業内容が次の各項目に適合すると認められる場合には、他に特段の支障がない

限り採択することとします。ただし、当該年度の予算執行の状況によっては採択できない場合もあり

ます。 

（ア） 有効性：難視地区対策計画に掲げる地域であって、個別受信難視聴対策事業によって、地上デジ

タルテレビ放送の受信が可能となるものであること。 

（イ） 公平性：難視地区対策計画に掲げる対策手法（ただし、ケーブルテレビ等移行対策事業について

は、全ての受信側の対策手法に適用できるものとする。）であって、地上デジタルテレビ放

送の難視聴解消のために、適正な価格の工事であること。 

イ 個別受信難視聴対策事業を的確に遂行するのに必要な経費のうち、自己負担分の調達に関して十

分な能力を有する者であって、事業が確実に実施できる見込みがある者に助成することとします。 

 

 (3) 実施方法 

 採択された事業について、事業の始期及び終期、地元説明、助成金の支払い対象となる対策の

の内容、助成金の申請方法等の詳細な実施方法については、全国地上デジタル放送推進協議会ま

たは当協会から周知されるものとします。 

 

(4) 悪質商法に関する注意 

 テレビの調査会社やアンテナ工事業者を装って、地上デジタル放送を受信するための費用を不

正に請求したり、工事の勧誘を行う例が起きています。本助成事業の実施に際して、総務省テレ

ビ受信者支援センターが工事の設計や助成金の申請、工事に関して費用を請求することはありま

せん。地上デジタル放送に関する誤った情報や不十分な情報に基づいて関連商品・サービスを売

りつける悪質商法にご注意下さい。 

 

５ 施設整備の基本的考え方 

 

(1)  個別受信難視聴対策事業で使用する機器等の標準仕様 

高性能等アンテナ対策事業において使用する設備・機器等は、原則として別添１の「個別受信難

視聴対策事業で使用する機器等の標準仕様」の該当項目を満足しているものとします。 

    また、使用する機材の選定は、別添２の標準機材を参考に行うこととします。 

平成２２年度個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付要綱 

（助成金交付選定基準） 

第４条 当協会は、助成対象者の選定に当たっては、個別受信難視聴対策事業で実施する工事の内容が、次

の事項に照らして妥当であることを基準として行う。 

(1) 有効性：難視地区対策計画に掲げる地区であって、個別受信難視聴対策事業によって、地上デジタ

ルテレビ放送の視聴が可能となるものであること。 

(2) 公平性：難視地区対策計画に掲げる対策手法（ただし、ケーブルテレビ等移行対策事業については、

すべての受信側の対策手法に適用できるものとする。）において、地上デジタルテレビ放送の

難視聴解消のために、適正な価格の工事であること。 
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(2) ケーブルテレビ等移行対策事業の選択 

  ケーブルテレビ等移行対策事業については、他の手法と比べ助成額が最も低廉であり、また、受信者

は、加入後発生する月々の視聴料を継続して負担していくことから、新たな難視地域で対策手法が受信

側の対策手法とされている地域において、受信者等が本事業の実施を希望する場合は、適用すること

とします。 

 

 

(3) 高性能等アンテナ対策事業における受信点の移設等 

   高性能等アンテナ対策事業において、既設の受信点ではデジタル放送の受信が困難となるため、同

一敷地内又は敷地外の場所に受信点を移す場合が該当します。また、自ら受信点を設置することに代

え、近隣のケーブルテレビや共聴施設等から信号供給を受ける場合を含むものとし、その条件は以下

のとおりとします。 

① 自ら受信点を整備することが著しく困難であり、かつ、受信点を整備する場合に比べ安価となるこ

と。 

② 伝送路設備等は、補助対象者の所有・管理の下にあること。 

③ ケーブルテレビ等との接続は、信号供給を受けるための契約となるものであり、ケーブルテレビ 

への加入や共聴組合への加入ではないこと。（加入の場合はケーブルテレビ等移行対策事業とな

ります。） 

 

 

(4) 高性能等アンテナ対策事業における伝送路整備 

ア 伝送路は、屋内引込み地点（保安器がある場合は保安器からとし、直接引込みの場合は家屋内の

引込み点からとする。）から受信点設備までを指します。 

イ 助成額が定額となる伝送路部分の経費は、伝送路整備部分の経費を１５ｍ以下と１５ｍを超え

る距離で按分した１５ｍを超える距離の経費部分を指します。 

   なお、信号供給の場合の伝送路部分は、信号供給点（タップオフ）に接続する増幅器前までの伝送

路部分（ケーブル等）を受信点相当（補助率２／３）とみなし、屋内引込み点（保安器）から１５ｍを超え

る部分に相当する経費を定額となる伝送路部分とします。 

ウ 伝送路の整備は、施設整備後の適切な維持管理等を勘案し、助成に当たっては以下を条件としま

す。 

① 伝送路は同軸ケーブルに限るものとし、伝送路用に使用する増幅器は１台までとします。なお、

光ファイバケーブルの使用は認められません。 

② 伝送路の敷設工事においては、適用可能な最も安価な方法によるものとします。 

③ 信号供給による伝送路整備の場合についても、上記各項を適用します。 

④ 有線電気通信法（昭和２８年法律第９６号）、有線テレビジョン放送法（昭和４７年法律第１１４号）な

ど所要の法的手続きを行うものとします。 
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６ 交付額 

 (1）高性能等アンテナ対策事業 

高性能アンテナ等対策事業の助成額は次のとおりとします。 

助成対象経費 助 成 額 

①３万５千円以下のもの 本助成事業の対象外 

②３万５千円を超え１０万５千円以

下もの 

助成対象経費から３万５千円を差し引いた額 

③１０万５千円を超えるもの 助成対象経費の３分の２に相当する額 

④伝送路整備部分が１５ｍを超える

もの 

次の(a)、(b)を合算した額 

(a) 助成対象経費のうち、伝送路整備部分の経費を１５ｍ

以下の部分と１５ｍを超える部分に按分し、１５ｍを

超える部分に相当する経費は全額助成 

(b) 助成対象経費から(a)の助成額を差し引いた額に応じ

て、左欄②又は③を適用し算出した額 

   ただし、助成対象経費から(a)の助成額を差し引いた

額が３万５千円以下の場合は、助成対象経費から３万

５千円を差し引いた額 

注 助成額の1,000円未満の端数については、これを切り捨てた額とします。 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高性能等アンテナ対策事業の場合の助成額（１）

②助成対象経費が３．５万円を超え１０．５万円以下のもの

③助成対象経費が１０．５万円を超えるもの

助成額
（助成対象経費）×２／３

申請者負担額

(助成対象経費)×１／３

助成対象経費が９万円の場合、
⇒助成対象経費から３万５千円を差し引いた額

交付額：５．５万円

助成対象経費が１１万円の場合、

⇒・助成対象経費の２／３に相当する額
交付額：７万３千円（千円未満切捨）

助成額
(助成対象経費)－３．５万円

申請者負担額

３．５万円

助成対象経費

助成対象経費

※受信者負担が３．５万円を超える場合が助成対象

①助成対象経費が３．５万円以下のもの

本助成事業の対象外
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７ 助成対象設備 

(1) 助成対象設備の範囲 

助成対象設備は、次表に掲げる設備であって、デジタルテレビ放送対応の受信設備への改修に必要

な範囲のものとします。 

 

ア 高性能等アンテナ対策事業の例 

経費区分 内容 機器の名称 

施設・設備費 

受信アンテナ 

UHF帯受信アンテナ、アンテナ架、アンテナ支持柱（基

礎含む） 

受信ブースター、フィルター、混合器等 

鉄柱、コンクリート柱、パンザマスト等 

伝送路 

同軸ケーブル、コネクタ、分岐・分配器等 

電柱（自立）、電柱（共架改修費含む）、ケーブル保

護管等 

延長増幅器等 

電源供給器、電源挿入器等 

附帯工事費 

調査設計費（交付決定後に実施する詳細な現地調査、

設計等） 

施工・建築費 

改修補強費 

整備に必要な撤去費用 

上記に付随して必要な手続き費用 

諸経費（現場管理費、一般管理費等） 

 

 

 

イ ケーブルテレビ等移行対策事業の例 

経費区分 内容 内訳 

施設・設備費 

有線テレビジョン放送

施設等を利用するため

の初期費用 

ケーブルテレビサービス新規加入初期費用（加入契約

料（幹線負担金）、引き込み工事費、宅内工事費） 

有線役務利用放送事業者の提供サービス新規加入初

期費用（加入契約料（幹線負担金）、引き込み工事費、

宅内工事費） 

既存共聴施設への新規加入初期費用（幹線工事費、引

込み工事費、加入費） 
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（2）助成対象とならない経費等 

 

 

８ 助成対象経費の積算等 

(1) 助成対象経費の積算 

個別受信難視聴対策事業に必要な設備の新設・改修に要する経費は、当該事業に必要となる最小限

の設備の整備費用とします。 

 

ア 助成対象経費は、別添２の「標準機材」について、実勢販売価格を参考に積算して下さい。 

※ 本助成事業の採択要件のひとつである「地上デジタルテレビ放送の難視聴解消のために適

正な価格」であることについては、原則として、当協会が実勢販売価格等を基に定めた標準機

材価格を基準にして審査します。 

 

イ 助成対象経費には、助成事業に付帯する以下の費用を含むことができます。 

(ｱ) 撤去費用 

・ 既存の機器を撤去しなければ据え付けできない場合（理由書の添付） 

(ｲ) 信号供給の場合、デジタル改修に必要な測定・調整費（タップオフから加入者宅までの導通試験

等も含む。アナログ部分との按分は不要。）（調査データの添付） 

(ｳ) 附帯工事費 

(ｴ) 民間への申請手続（電柱共架申請等）に要する申請手数料（写しを添付） 

(ｵ) 行政への申請手続（道路占有許可等）に要する申請手数料（写しを添付） 

(ｶ) 各種申請手続き代行費用（写しを添付） 

(ｷ) 一般管理費、現場管理費及び共通仮設費などの諸費用 

(ｸ) 消費税 

※ 上記(ｶ)については、総務省テレビ受信者支援センター（デジサポ）において実施する技術支援

を受けた場合は、助成対象経費に含めることはできません。 

  

(2) 他の事業等との按分 

本助成事業と他の事業等を併せて行う場合には、次により、適正に按分してください。 

ア 地上放送デジタル化対応の補助に関わる部分を事業毎に明確に区分すること。 

 

イ 本事業において、デジタル対応に交換した機器を、アナログ部分と共用する場合は、按分は不要で

す。 

・交付要綱の助成対象に係る費用であっても、個別受信難視聴対策事業の目的に沿わないもの又は

使用目的や効果が不明確なもの 

-例- 

・消耗品的部品の予備品（ヒューズ等） 

・アナログ受信設備の改修/撤去（個別受信難視聴対策事業において必要な場合を除く。） 

・アナログ放送から地上デジタル放送へ移行するための設備又は地上デジタル放送に無関係な設備

の費用 

 -例- 

・ＶＨＦ帯アンテナからＵＨＦ帯アンテナへの取替え ・衛星放送を受信するための設備 など 

・交付決定前に実施した

工事費用等 

交付決定日より前に締結された契約に係る工事費用等（交付決定日前に

締結された契約とは、契約日又は仮契約日が交付決定日前のことを指

す。） 

 

・ランニングコスト 

○保守・維持管理費用 

○共架費（電柱使用料など） 

○リース（リース会社から機器等をリースにより設置する等）費用 
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ウ 有線役務利用放送事業者の提供サービスにかかる新規加入初期費用については、インターネット

に係る当該費用の按分は不要です。ただし、インターネットの利用のための接続等の経費について

は対象となりません。 
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別添１ 個別受信難視聴対策事業で使用する機器等の標準仕様 

 

１ 目的 

本仕様は、個別受信難視聴対策事業における機器の標準的な仕様等を明示することにより、事業実

施者における計画策定等の効率化を図ることによって、事業の円滑な実施に資することを目的とする

ものです。 

２ 適用範囲 

本仕様は、交付要綱のうち「個別受信難視聴対策事業」における高性能等アンテナ対策事業に適用

します。 

３ 共通事項 

(1) 伝送路の整備には、伝送路部分に有線電気通信法が適用される。 

 (2) 設備・機器に共通する仕様は、次の各項を標準とする。 

ただし、建築基準法に規定がある場合や地理的条件、周囲環境等の理由により特殊仕様の必要

性が認められる場合にはこの限りではない。 

① 瞬間最大風速毎秒４０ｍにおける風圧に耐える構造であること。 

② 軽量堅固で耐久性、耐水性、放熱性、耐震性、耐食性に優れ、保守調整に便利な構造であるこ

と。 

③ 電源電圧の変動に対しても安定に動作するものであること。 

４ 設備・機器ごとの仕様 

設備・機器ごとの仕様は、次の各項を標準とする。 

(1) 受信点設備 

受信点設備は、主に受信アンテナ、アンテナ支持柱、受信ブースターで構成する。 

① 受信アンテナ 

○ 受信する電波の周波数に適応したものであること。 

○ 必要な受信レベルを確保できること。 

② アンテナ支持柱 

○ 亜鉛メッキ塗装鋼管柱、コンクリート柱又はパンザマストによる自立構造であること。 

③ 受信ブースター 

○ 受信した電波を受信設備又は伝送路設備に必要なレベルまで増幅する必要がある場合に使

用するものであること。 

○ 金属製又は樹脂製のきょう体に基板を組み込んだ構造であること。 

○ 屋外で使用するものは防水性が確保されていること。 

 (2) 伝送路設備 

伝送路設備は、主に増幅器（延長増幅器など）、分岐・分配器、同軸ケーブル、ケーブル保護管、

滑止建柱、架空伝送路支持柱（電柱）及び電源設備で構成する。 

① 増幅器（延長増幅器など） 

○ 伝送路の減衰を補償する機能を有すること。 

○ アルミ合金製または合成樹脂のきょう体に増幅器基板を組み込んだ構造であること。 

② 分岐・分配器 

○ 金属製のきょう体に収容された構造であること。 

③ 同軸ケーブル 

○ アルミラミネート同軸ケーブル又は金属管型同軸ケーブルであること。 

④ 架空伝送路支持柱（電柱） 

○ 鉄柱、亜鉛メッキ塗装鋼管柱、コンクリート柱などによる自立構造であること。 

⑤ 電源設備 

○ 金属製又はアルミ合金製のきょう体に収容された構造であること。 
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別添２ 標準機材 

 
B Ｃ D F G Ｈ Ｉ

(1)　施設・設備費

鋼管柱 共聴ポール（鋼管柱） 長さ     6.0m 本

共聴ポール（鋼管柱） 7.0m 本

共聴ポール（鋼管柱） 8.0m 本

共聴ポール（鋼管柱） 6.0m 本

共聴ポール（鋼管柱） 7.0m 本

共聴ポール（鋼管柱） 8.0m 本

片足場 片足場 本

両足場 両足場 本

アングル根加世 本

継柱材 本

沈下防止ﾌﾟﾚｰﾄ   枚

鋼管柱ポールキャップ 個

Ｎｏプレート 枚

20素子高性能ｱﾝﾃﾅ（家庭用） 本

27・30素子高性能ｱﾝﾃﾅ（家庭用） 本

式

アンテナポール 31.8φｽﾄﾚｰﾄﾎﾟｰﾙ 本

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ取付金物 亜鉛メッキ 式

ｱﾝﾃﾅ移設設置調査 式

アンテナ架 共聴ポール（鋼管柱） 長さ　6.0m 本

共聴ポール（鋼管柱） 7.0m 本

共聴ポール（鋼管柱） 8.0m 本

共聴ポール（鋼管柱） 6.0m 本

共聴ポール（鋼管柱） 7.0m 本

共聴ポール（鋼管柱） 8.0m 本

パンザマスト パンザマスト R17 式

パンザマスト底板 パンザマスト底板 R7用 枚

コンクリート根巻き コンクリート根巻き 　 式

根加世(沈下防止ﾌﾟﾚｰﾄ含む) 根加世(沈下防止ﾌﾟﾚ ﾄー含む) 式

鋼管柱ポールキャップ 鋼管柱ポールキャップ 個

足場ボルト 足場ボルト 片足場 式

足場ボルト 両足場 式

支線 鋼管柱用(支線カバー含む) 3ケ所 式

ｱﾝｶｰＣ-1号使用 ヶ所

架線材料 鋼管・ｺﾝｸﾘｰﾄ柱用 式

垂直腕金 90cm. 垂直腕金 式

水平腕金 90cm. 水平腕金 式

ラッシングロッド ラッシングロッド 本

埋設転がし 保護管あり ｍ

埋設転がし 保護管なし ｍ

埋設転がし 滑止建柱 ヶ所

アース工事 アンプアース アンプアース ヶ所

メッセンアース メッセンアース ヵ所

10C-FL 10C-FL ｍ

7C-FL 7C-FL ｍ

E

工事内容 規格

同軸ケーブル

鋼管柱の場合

鋼管・ｺﾝｸﾘｰﾄ柱用

特殊工事 特殊工事

足場ボルト

鋼管柱用(支線カバー含む)

支線材料 ｱﾝｶｰＣ-1号使用 14㎜×8m

ｼﾞｮｲﾝﾄ式

JP1-6

JP1-7

JP1-8

ｽﾄﾚｰﾄ式

SP1-6

外径　114.3mmSP1-7

SP1-8

2基ＵＨＦ用位相差給電アンテナ（家庭用）
全帯域13～62ch　20素子

位相調整器

1.6m

沈下防止ﾌﾟﾚｰﾄ   SP1・SP2

鋼管柱ポールキャップ

Ｎｏプレート

受信アンテナ

ｼﾞｮｲﾝﾄ式

JP1-6

JP1-7

JP1-8

SP1・SP2

アングル根加世

継柱材 1m

数量 単位

ｽﾄﾚｰﾄ式

SP1-6

外径　114.3mmSP1-7

SP1-8
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(1)　施設・設備費

ヶ所

ヶ所

ヶ所

スパイラルハンガー 1.5ｍ－35・45・60 本

m

m

ケーブル保護カバー 本

共架札 　 個

m

埋設ケーブル立ち上げ保護管 ヶ所

埋設表示杭 本

保安器 個

分配器 家庭用 ２分配器 個

３分配器 個

４分配器 個

台

家庭用 台

共聴用 台

延長増幅器 台

収納箱 面

柱用金具 式

電源供給器 出力30Ｖ・１Ａ 台

出力30Ｖ・3Ａ 台

パワーインジェクター 台

工事内容 規格

パワーインジェクター FT型

NH-PS-301

NH-PS-303

増幅器

前置増幅器 利得20dB以上

埋設標識シート 幅300mm　50ｍ 幅300mm

エフレックス40×１０ｍ

1.5ｍ－35・45・60

メッセンジャーワイヤー 22mm

30mm

2m

ケーブルハンガー

ケーブルハンガー

25mm

30mm

35mm

数量 単位
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Ⅱ 交付申請について 

１ 事務フローチャート（高性能等アンテナ対策事業の例） 

地元代表者 

受信者等 
工事事業者 デジサポ 地域協議会 総合通信局（国）

     

  

技術支援の実施 

助成金交付申請書審査

助成金交付決定 

（提出） 

（通知） 

（提出） 

（通知） 

地元代表者等への説明 難視対策計画の説明 

調査結果の検討 

調査結果の地元説明 調査結果の地元説明 

工事の見積 

工事の発注 工事の実施 

工事の完了 工事完了確認 

受理 

受信点調査の依頼 

地元対応の情報提供 受信点調査の実施 現地調査 

地元説明会 

技術支援の依頼 

助成金交付申請 

設備設置※の届出 

実績報告書作成 実績報告の受理 

助成金額の決定 

助成金給付 

額の決定通知の受領 

助成金の受領 

実績報告書審査 

（通知） 

調査結果の取りまとめ

工事の設計 工事の見積依頼 

工事費の受領 工事費の支払  

※有線電気通信法に基づく届出が必要な場合のみ 
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２ 交付申請書の作成 

 

○平成２２年度個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付要綱 

（交付の申請） 

第７条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、様式第１号による交付申請書を当協

会が別に定める日までに当協会に提出しなければならない。 

２ 助成対象者は、前項の助成金の交付の申請をするに当たっては、助成金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額（交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法

（昭和63年法律第108号）及び地方税法（昭和25年法律第226号）の規定により仕入れに係る消費税

額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税

仕入控除税額」という。）を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税

仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

３ 当協会は、受け付けた助成金交付申請に係る助成金の額が予算の範囲を超えると認められるとき

は、助成金交付申請の受付を停止する。 

 

 

 

◎交付申請にあたっての留意点 

 

 消費税については、助成対象とします。（ただし、消費税額が控除される場合があります。（消費

税法（昭和６３年法律第１０８号）第９条第４項） 

 

（１）申請書の作成について 

① はじめに 

    ア 申請に当たっては、正本（申請者の押印があるもの）と副本（コピーしたもので可）の２

部を提出します。 

   イ 交付要綱様式第１号により作成する申請書、添付資料及び見積書等は内容を必ず一致させ

ます。 

   ウ 申請を行おうとする助成金以外に、関連する国庫補助事業等他の助成事業を一体的に実施

している（予定も含む）場合は、本助成事業とその他の助成事業の区分が分かるようにしま

す。 

 

② 申請書の構成について 

    以下の資料を順番に編さんします。 

   ア 申請書（交付要綱様式第１号）及び添付資料 

   イ 参考資料 

     必要に応じてアを補足する説明資料（理由書等を含む。）を添付します。 

 

 

◎交付申請書の作成及び確認にあたっての留意点 

 

１ 上記②アについて編纂するほか、参考資料及び見積書について確認します。 

２ 添付する図面（線路図）については、見積書に明記されている助成対象設備が確認できるものと

します。 

 

 

 

（２）申請書の記載例 

交付要綱様式第１号 
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（３）見積書 

見積書の確認に当たっては、次の点に留意することとします。 

 

◎見積書の確認留意点 

 

１ 表紙 

（１）見積書作成者（工事業者）（代表者名、印も必要） 

（２）見積書作成の日付 

（３）工事名 

 

２ 内訳書 

内訳書については、以下のポイントについて確認します。特に、実勢販売価格等を用いないで適宜の方

法により見積書を作成した場合には十分留意します。 

（１）経費の分類及び金額の積算については、大項目、中項目、小項目等、段階に分けて小計、合計を明示

すること。 

（２）経費の明細が把握可能なレベルの項目を盛り込むこと。 

  ・交付対象、交付対象外の費目が細かくなる場合には、別表でまとめること。 

  ・○○一式△△円となっている場合はその内訳を確認すること。 

（３）見積もりが複数になる場合は経費の取りまとめ表を添付すること。 

（４）機器の個別単価が社会一般的な物価等に対して著しく乖離していないか確認すること。助成金の費用

が著しく乖離している場合には必ずその理由を添付すること。 

  ・確認のポイント 

→助成金と同時に実施される単独事業等の積算を確認すること 

→積算の根拠とした資料名を記した資料を添付のこと 

（５）購入機器と取付数量等の対応について確認すること。 

（６）工事費は、「単価×数量（人数、日数等）」で算出すること。また、工事費が材料費に対応している

か、歩掛はどのような基準に基づいているかを記載すること。 

（７）諸経費（共通費：共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等）については、直接工事費等の率により

算出している場合は、どのような基準に基づいているかを記載すること。また、率によらず必要な経費

を積上げた場合は、それぞれの経費の内訳を提出すること。 

（８）撤去費については、既存施設を撤去しなければ、新施設の建設事業を実施することができないなどそ

の理由を添付すること（交付対象とする撤去工事の範囲を図面等で明示すること）。 
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３ ＮＨＫによる助成制度を併用する場合 

 

 新たな難視地区における助成制度は、本事業（個別受信難視聴対策事業費補助事業）の他、ＮＨＫ

の地上デジタルテレビ放送が新たな難視となる地区についてＮＨＫによる助成制度も活用できる場合

があります。ＮＨＫ助成制度の概要及び本助成事業とＮＨＫの両助成制度を利用できる場合の手続き

は以下の通りです。 

 

（１）ＮＨＫ助成制度の概要 

ア ケーブルテレビ等への加入世帯への経費助成 

(ア)内容 

ケーブルテレビ等（ＧＦは除く）のインフラが整備されているＮＨＫの新たな難視地区にお  

いて、個別受信している世帯がそのインフラに移行し、当該地区へ新たなデジタル中継局の置

局等の対策を行うことが不要となる場合、個別受信難視聴対策事業の助成金を受けていること

を原則として、その経費の一部をＮＨＫが各移行世帯へ助成します。なお、ＮＨＫの新たな難

視地区であっても、ＮＨＫ助成を個別に行わない場合※があるため、対象かどうかは地区毎に

ＮＨＫの各放送局が指定します。 

※例えば自治体が整備するインフラ等へ一括して移行する場合、ＮＨＫは自治体に対し一括し

て助成し、個別の助成は行わない場合があります。 

 

  (イ)助成の要件 

    ・難視地区対策計画において、ＮＨＫの地上デジタルテレビ放送が新たな難視地区と特定さ

れており、かつ難視地区対策計画で対策手法が受信側の対策として地元合意がされている

こと 

・平成２２年４月１日以降にケーブルテレビ等への加入手続きが行われたものであること 

・移行に要した経費が補助金交付下限額に満たない場合を除き、本事業を利用していること 

・ＮＨＫの放送受信契約が締結されている世帯または事業所であること 

    ・過去に地デジ対応を目的としたＮＨＫの助成を受けていないこと    

   

（ウ）助成額 

２．８万円（定額） 

    

(エ)助成先（下記のいずれか一方） 

   ・自治体（事前協議が必要） 

   ・アナログ放送を個別受信アンテナにより受信している建屋を所有または管理して 

    いる個人または法人 

 

 イ 高性能等アンテナ対策への経費助成 

   (ア)内容 

  ＮＨＫの新たな難視地区において、個別受信している世帯が高性能等アンテナを新設し又は   

既存のアンテナを移設することにより地上デジタルテレビ放送を受信しようとする場合、個別

受信難視聴対策事業の助成金を利用していることを原則として、その整備経費の一部をＮＨＫ

が助成します。 

  

   (イ)助成の要件 

・難視地区対策計画において、ＮＨＫの地上デジタルテレビ放送が新たな難視地区と特定さ

れており、かつ難視地区対策計画で対策手法が「高利得受信アンテナ等」として地元合意

がされていること 

・平成２２年４月１日以降に高性能等アンテナによる対策が行われたものであること 

・設置に要した経費が助成金交付下限額に満たない場合を除き、デジサポの支援制度を利用

していること 

    ・ＮＨＫと放送受信契約を締結している世帯または事業所であること 

    ・過去に地デジ対応を目的としたＮＨＫの助成を受けていないこと    
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（ウ）助成額 

負担額－７千円 

ただし、負担額が１.４万円未満の場合は、助成額＝（負担額 ÷ ２） 

※ 助成額は原則１０万円を上限とし千円未満は切り捨てます。ただし、事前の協議により、

特別な設備の設置等が必要であるとＮＨＫが認めた場合には、１００万円を上限とします。 

※ 負担額とは、デジタル化工事総経費から国や自治体などの補助金等を差し引いた実質的

な負担経費をいいます。 

    

(エ)助成先 

      アナログ放送を個別受信アンテナにより受信している建屋を所有または管理している個 

人または法人 

 

（２）申請と助成金交付手続きの流れ（「国とＮＨＫの申請手続き事務処理の流れ」を参照） 

  ①申請に必要な書類を指定の申請窓口へ提出（国とＮＨＫの窓口は別） 

   本事業とＮＨＫの両助成制度に係る交付申請を同時に行う場合、同時期に申請書それぞれの窓

口へ提出します。 

助成金申請時には、当該交付申請書や必要な添付書類の他に、個別受信難視聴対策事業に関す

る他の補助金又は助成金の受給手続き簡素化のため、当該個人情報を行政機関や放送事業者へ提

供することについて同意することを希望する申請者は、個別受信難視聴対策事業の交付申請書に

必ず「個人情報の第三者への提供に関する同意書」（参考例参照）を添付※して下さい。 

 ※ 本同意書により、当協会からＮＨＫに対し額の確定通知書の提供を行い、申請者から額の

確定通知書の写しをＮＨＫへ送付する手続きを省略します。 

 

  ②ＮＨＫの助成金の給付 

本事業の額の確定通知書の送付後、申請者への送付を行うとともに、「個人情報の第三者への提

供に関する同意書」を提出した申請者については、額の確定通知書の写しを当協会からＮＨＫに

提供されます。 

本事業の申請時に「個人情報の第三者への提供に関する同意書」を提出した申請者は、ＮＨＫ

に申請書を提出していれば、特段の手続きを要すことなくＮＨＫから助成金が交付されます。 

なお、当該第三者提供の同意書がなく、当該申請者がＮＨＫの助成を希望する場合は、申請者

はＮＨＫに対して、別途、ＮＨＫ助成制度申請書の写し（①の時にＮＨＫ助成制度申請をしてい

なければ、新規のＮＨＫ助成制度申請書）に個別受信難視聴対策事業の額の確定通知書の写しを

添付の上、送付することが必要となります。 

 

 

ＮＨＫ助成制度については、 
ＮＨＫ技術局助成制度窓口までお問い合わせください。 

ＴＥＬ：０１２０－１６７６１０（平日9:30～17:30） 
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受信者等
当協会

ＮＨＫ
地域デジサポ デジサポ統括本部

受付

受付・審査

交付決定通知

対策

実績報告

デ ジサポ
申請書

決定通知書

決定通知受領

決定通知書

デジサポ
実績報告書

審査
デ ジサポ

実績報告書

額の確定通知
額の確定通知書

確定通知受領

額の確定通知書

助成金支払

ＮＨＫ
申請書

ＮＨＫ
振込依頼書

助成金受領

決定通知

決定通知書

決定通知受領
決定通知書

助成金受領 助成金支払

申請書類等配布
デジサポ・ＮＨＫ

パンフレット

デジサポ
申請書

デジサポ
実績報告書

実績報告
添付書類

実績報告
添付書類

申請

添付書類

申請

添付書類

ＮＨＫ
振込依頼書

ＮＨＫ
申請書

ＮＨＫ
申請書

ＮＨＫ
振込依
頼書

受付通知
受付通知

受領

申請 申請

額の確定通知の照会

審査

額の確定通知書（写）

ＮＨＫ
申請書

ＮＨＫ
振込依頼書

額の確定通知書（写）

取りまとめ

取りまとめ

デジサポ
申請書

本助成事業とNHKの経費助成の申請手続き 事務処理の流れ

申請添付書類
・ケーブルテレビ等移行対策事業の場合 ・・・ ①ケーブルテレビ等への加入経費（初期費用）がわかる見積書等
・高性能等アンテナ対策事業の場合 ・・・ ①工事の見積書 ②線路図（１５ｍを超える伝送路設備を行う場合のみ）

実績報告添付書類
・ケーブルテレビ等移行対策事業の場合 ・・・ ①ケーブルテレビ等への加入経費（初期費用）の請求書または領主書の写し ②助成金の受領に関する書類（振込先口座等）
・高性能等アンテナ対策事業の場合 ・・・ ①工事の請求書または領収書の写し ②当該施設の完成写真 ③有線電気通信法第３条の規定に基づく届出の写し（本事業より届出等を要した場合のみ）

④助成金の受領に関する書類（振込先口座等）
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様式第１号（第７条第１項関係） 

 

平成△△年○○月××日 

 

社団法人デジタル放送推進協会 理事長 殿 

   

郵便番号 100-△△△△     

住所 ○○県□□市△△丁目１番２号 

氏名   ○山 一郎         印 

                            電話  ××-1234-5678 

※法人の場合は、名称・代表者名を記載のこと。 

 

 

 

 個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付申請書 

 

 

 

標記について、平成２２年度個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付要綱（以下「交付要

綱」という。）第７条第１項の規定に基づき、個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金の交付につ

いて、下記のとおり申請します。 

なお、本申請に当たっては、交付要綱の規定を遵守するとともに、貴協会からの指示があった場

合には、これに従うことを約します。 

 また、本申請に当たり、本助成金制度において発生した一切の件については貴協会に対し一切責

任を問わないことを約します。 

 

 

                           記 

 

 

１ 助成対象事業の名称：個別受信難視聴対策事業 

 □ 高性能等アンテナ対策事業（伝送路長が１５ｍ以下の場合） 

 □ 高性能等アンテナ対策事業（伝送路長が１５ｍを超える場合） 

 □ ケーブルテレビ等移行対策事業 

 

２ 助成対象経費の額及び助成金交付申請額（注１） 

  助成対象経費の額          円（注２） 

    高性能等アンテナ対策事業（伝送路長が１５ｍを超える場合）の内訳（注３） 

経費区分 事業費 
助成金申請額 

（事業費×補助率） 

受信設備経費 ○○○,○○○ ○○○,○○○ 
 
伝送路経費 
（伝送路長○○ｍ） 

全 体 ○○○,○○○  

１５ｍ以下 ○○○,○○○ ○○○,○○○ 

１５ｍ超え ○○○,○○○ ○○○,○○○ 

合 計 ○○○,○○○ ○○○,○○○ 

 

助成金交付申請額      ○○○,○○○円（1,000円未満切り捨て）（注４） 

 

 （注１）消費税仕入控除税額を減額して申請する場合は、次の算式を明記すること｡ 

     助成金所要額－消費税仕入控除税額＝助成金額 
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 （注２）高性能等アンテナ対策事業又はケーブルテレビ等移行対策事業に要する地上デジタル対

応に不可欠な経費。なお、ケーブルテレビ等移行対策事業の場合は、引込み工事費及び契

約料等に係る経費とする。 

 （注３）高性能等アンテナ対策（伝送路長が１５ｍを超える場合）のみ記載すること。 

（注４）第６条の規定に基づくものとする。なお、ケーブルテレビ等移行対策の場合は30,000円

を上限とする。 

 

 

３ 施設の設置場所等 

(1)高性能等アンテナ対策事業の場合 

建屋の場所：○○県□□市△△丁目×番××号（注５） 

受信アンテナの設置場所：○○県□□市△△丁目××（注６） 

 （注５）建屋の所在地を記載すること。 

 （注６）受信アンテナの所在地を記載（建屋の場所と同一の場合は「同上」と記載すること。）ま

た、他の受信設備より信号供給を受ける場合は接続点の所在地及び接続の相手方を記載す

ること。 

 

 (2)ケーブルテレビ等移行対策事業の場合 

  ケーブルテレビ等会社名又は共聴組合名： 

 

４ 助成対象事業の着工及び完了予定日 

  着工予定日   平成２２年６月△△日 

  完了予定日   平成２２年７月××日 

 

 ５ 地上アナログテレビ放送視聴状況 

□ 現在、地上アナログテレビ放送を個別受信アンテナにより受信している。 

 

６ 添付資料 

 (1) 高性能等アンテナ対策事業 

  ア 助成対象事業に要する経費の見積書 

   イ 線路図（注６） 

   （注６）住宅地図等に明示したもの（高性能等アンテナ対策（伝送路長が１５ｍを超える場合）に

限る）。 

 

 (2) ケーブルテレビ等移行対策事業 

  助成対象事業に要する経費の見積書 
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（添付資料：助成対象事業に要する経費の見積書の記載例） 

（内訳）

番　号 名　　　称 仕様 単位 数量 単価 合　価 補助対象経費
補助対象外経

費
適　用

－

(1) 式 1 － 79,330 75,365 3,965 工事範囲指示による

式 1 － 0 0 0

式 1 － 79,330 75,365 3,965

(２) 式 1 － 3,966 3,768 198

合　計 83,296 79,133 4,163

＜参考＞国の補助金額を保証するものではありません。

線路長　

　　主な受信設備 円

　　主な伝送路設備 円

円

補助率2/3適用分

補助率10/10適用分

施設・設備費

　　ア　受信設備工事費

　　イ　伝送路工事費

消費税　（(1)×5%）

100 ｍ

補助率2/3適用分

補助対象経費 ¥0 円（消費税含む）

補助対象外経費 ¥0 円（消費税含む）

見積総括表

○○地区高性能アンテナ対策による地上デジタル放送導入工事

（○○市）

代表取締役社長　　○○　○○　　印

（○○市長　　○○　○○　　印）

件名：平成２２年度個別受信難視対策事業費等補助事業

地域：○○県○○市○○町○○地区

見積額（全体） ¥0 円（消費税含む）

見　　積　　書　（記載例）

平成○○年○○月○○日

〒○○○ー○○○○

○○県○○市○○町○○ー○○

株式会社　○○○○○
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平成△△年○○月××日 

 

 

 

工事見積書内訳書 

 

 

 事 項 仕 様 規格/型 名 数量 単価 価格 

受信設備工事費 ▽▽ 

１ 受信点設備工事    ○○ 

 受信アンテナ 
30 素子高性能

アンテナ 
××-30△△    

 アンテナ柱      

 アンテナマスト      

 前置増幅器      

 同軸ｹｰﾌﾞﾙ      

 一般管理費      

 端数整理（値引き）      

       

２ 電源設備工事    △△ 

 電源（共聴用）      

 電源      

 その他      

 その他雑材料      

 一般管理費      

 端数整理（値引き）      

       

伝送路工事費 □□ 

 増幅器      

 同軸ｹｰﾌﾞﾙ      

 自営柱      

 架空工事      

 敷設工事      

 その他      

 一般管理費      

 端数整理（値引き）      

       

小  計  

消費税  （計）×0.05  

   合 計 金 額（消費税込み） ◎◎ 
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（添付資料：線路図の記載例） 

※高性能等アンテナ対策（伝送路長が１５ｍを超える場合）に限り、添付が必要となります。 
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（参考例） 

 

個人情報の第三者への提供に関する同意書  

 

社団法人 デジタル放送推進協会  あて 

 

私が社団法人デジタル放送推進協会に対して申請・提出する個別受信難視聴対策事業

費補助事業助成金交付申請書及び実績報告書の内容及び、当該申請・提出に係る社団法

人デジタル放送推進協会から私に通知される内容を、他の補助金又は助成金等の受給手

続き簡素化のために必要があるときは、社団法人デジタル放送推進協会から第３者（行

政機関や放送事業者）へ提供することに同意いたします。 

 

 

平成△△年○○月××日     

 

申請者氏名   ○山 一郎        ㊞ 
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第Ⅲ章 交付決定の通知について 
 

１ 交付決定通知書 

 

○平成２２年度個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付要綱 

第８条 当協会は、前条の規定による交付の申請があったときは、当該申請書の内容について審査し、

助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに申請者に対して、様式第２号による交付決定通

知書により通知するものとする。 

２ 当協会は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。 

３ 当協会は、第１項による交付の決定を行うに当たっては、前条第２項により助成金に係る消費税

仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたとき

は、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。 

４ 当協会は、前条第２項ただし書による申請がなされたものについては、助成金に係る消費税仕入

控除税額について、助成金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決

定を行うものとする。 

５ 当協会は、前条の規定による申請に対し不交付の決定をしたときには、様式第３号による助成金

不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。 

 

 当協会は、助成対象者からの提出のあった交付申請の審査を行い、助成金を交付すべきと認めた

場合、交付要綱第８条に基づき、必要な条件を付して交付決定通知書を助成対象者に送付します。 

交付決定通知に記載のある整理番号については、今後、当協会に提出する書類等に共通して使用

することになりますので、ご留意ください。 
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様式第２号（第８条第１項関係） 

 

                                      第○○○○号 

 平成△△年○○月××日  

                                                               

郵便番号 100-△△△△     

住所 ○○県□□市△△丁目１番２号 

氏名   ○山 一郎         印 

電話  ××-1234-5678 

 

                                                 

社団法人デジタル放送推進協会 理事長 印 

 

 

 

個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付決定通知書 

 

 

 

  平成    年    月    日付けで申請のあった個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金については、

平成２２年度個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第８条

の規定により下記のとおり交付することに決定したので通知する。 

 

 

                                        記 

 

 

１  助成金の交付の対象となる事業の内容は、 

      □申請書に記載されたとおりとする。 

      □一部修正の上、別紙１のとおりとする。 

 

 

２  助成金の交付決定額は、      金     ○○○千円とする。 

 

 

３  内訳は次のとおりとする。 

                                    （千円） 

経費区分 交付決定額 

施設・整備費 ○○○ 

 

   

４  助成金の交付の条件は、別紙２のとおりとする。 
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別紙２ 

 

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）及び総務省所管補助金等交付規則（平成１２年総理府・

郵政省・自治省令第６号）に従わなければならない。 

(2) 助成対象事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ社団法人デジタル放

送推進協会（以下「当協会」という。）に申し出て指示を受けること。  

(3) 助成対象事業を中止又は廃止しようとするときは、当協会の承認を受けなければならない。 

(4) 助成対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は助成対象事業の遂

行が困難となった場合は、速やかに事故報告書を当協会に提出し、その指示を受けなければならな

い。 

(5) 助成対象事業の遂行及び収支の状況について、当協会から要求があった場合は、速やかに状況報

告書を当協会に提出しなければならない。 

(6) 助成対象事業が完了したとき（助成対象事業の廃止の承認を受けたときを含む。）は、その日から

起算して１５日を経過した日又は３月１０日のいずれか早い日までに、実績報告書を当協会に提出

しなければならない。 

(7) 助成対象事業の経理については、助成対象者は、経費支出に関する証拠書類を整理し、助成対象

事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しておかなければならない。 

(8) 助成対象者が当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産（以下(9)及び(11)において「取

得財産等」という。）のうち、取得価格が単価５０万円以上のものについて、助成金の交付の目的

に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ交付

要綱に定める様式第１２号による承認申請書を当協会に提出し、当協会の承認を受けなければなら

ない（交付要綱第20条第１項の規定による財産の処分制限期間を経過した場合を除く。）。 

(9) 助成対象者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又

は一部を当協会に納付させることがある。 

(10)助成対象者が当該事業によって締結した有線テレビジョン放送施設を利用するための契約を解約

したことにより収入があると認める場合には、その収入を補助事業者に納付させることがある。 

(11) 助成対象者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管

理するとともに、助成金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。 

(12) 助成金に係る消費税及び地方消費税相当額については、交付要綱の定めるところにより、消費

税仕入控除税額が明らかになった場合には、当該消費税仕入控除税額を減額することとなる。 

(13) 助成金により整備した機器については、「平成２２年度無線システム普及支援事業費等補助金」

のシールを貼り付ける（ケーブル等の場合は、表札等でも可）とともに、当該機器の写真を撮影す

る。 
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様式第３号（第８条第５項関係） 

        

平成△△年○○月××日  

                                                               

郵便番号 100-△△△△     

住所 ○○県□□市△△丁目１番２号 

氏名   ○山 一郎         印 

電話  ××-1234-5678 

 

 

社団法人デジタル放送推進協会 理事長 印 

 

 

 

個別受信難視聴対策事業助成金不交付決定通知書 

 

 

 

 平成  年  月  日付けで申請のあった個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金については、

平成２２年度個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付要綱第８条第５項の規定に基づき、下記

のとおり交付しないことに決定したので、同条の規定に基づき通知する。 

 

記 

 

１ 申請事業の名称 

 

 

２ 助成金不交付決定の理由 
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第Ⅳ章 交付決定後について 
 

１ 申請の取り下げ 

 

○平成２２年度個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付要綱 

（申請の取下げ） 

第９条 助成対象者は、前条第２項の通知を受けた場合において、助成金の交付の決定の内容又はこ

れに付された条件に不服があり、助成金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受

けた日から当協会の指定する日までに、当協会に様式第４号の助成金交付申請取下げ書をもって申し

出なければならない。 

２ 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかった

ものとみなす。 

 

  交付決定を受けた助成対象者が、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときには

申請を取り下げることができます。 

  助成対象者が交付申請を取り下げる場合として考えられる要因の例 

 ○交付決定額が交付申請額よりも大幅に下回っている場合 

 ○補助対象設備として申請したものが、補助対象外設備として決定された場合 
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様式第４号（第９条第１項関係） 

  

平成△△年○○月××日 

 

社団法人デジタル放送推進協会 理事長 殿 

   

郵便番号 100-△△△△     

住所 ○○県□□市△△丁目１番２号 

氏名   ○山 一郎         印 

                            電話  ××-1234-5678 

※法人の場合は、名称・代表者名を記載のこと。 

 

 

 

個別受信難視聴対策事業助成金交付申請取下げ届出書 
 

 

 

  平成    年    月    日付け    第        号で助成金の交付決定通知のあった個別受信難視

聴対策事業費補助事業助成金については、同交付の決定内容又は交付の決定に付された条件のうち、

下記の事項について不服があるので、平成２２年度個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付要

綱第９条第１項の規定により、同助成金    ○○○千円の交付申請（平成    年    月    日付け）

を取り下げます。 

 

 

記 

 

 

不服のある交付の決定内容又は交

付の決定に付された条件 
理     由 
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２ 計画の変更等 

 

○平成２２年度個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付要綱 

（計画変更等の承認） 

第１０条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、様式第５による計画

変更承認申請書、又は様式第６号による中止（廃止）承認申請書を当協会に提出し、その承認を受

けなければならない。 

(1) 助成対象事業の内容を変更しようとするとき。 

(2) 助成対象経費の額を変更しようとするとき。 

(3) 助成対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 当協会は、前項の承認をする場合は、様式第７号による変更承認通知書、又は様式第８による中

止（廃止）承認通知書により助成対象者に通知するものとする。 

３ 当協会は、第１項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件

を付することができる。 

 

（事故の報告） 

第１１条 助成対象者は、助成対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合

又は助成対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに様式第９号による事故報告書を当協会に

提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１６条 当協会は、第１０条第１項第３号の助成事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は

次に掲げる場合には、第８条の決定の内容（第１０条の規定に基づく承認をした場合は、その承認

した内容）の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。 

(１)  助成対象者が、法令、この要綱又はこれらに基づく当協会の処分若しくは指示に違反した場

合 

(２)  助成対象者が、助成金を助成対象事業以外の用途に使用した場合 

(３)  助成対象者が、助成対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合 

(４) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、助成対象事業の全部又は一部を継続する必要が

なくなった場合 

２ 助成対象者は、当協会が前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該

取消し部分に関し、既に助成金の交付を受けているときは、当協会の定める期限までに、当該助成

金を返還しなければならない。 

３ 当協会は、前項の規定により助成金の返還を命ずる場合には、その命令に係る助成金の支払を受

けた日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額につき年利１０．９５パーセントの割合で

計算した加算金を徴するものとする。 

４ 助成対象者は、助成金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の

翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年利１０．９５パーセントの割合で計算

した延滞金を当協会に納付しなければならない。 

（１）計画変更承認が必要な内容 

事業内容を変更するとき（以下は事例） 

・当初の交付決定の内容を大幅に変更するもの。 

・事業実施後の受信点変更等の事情により事業費が増大し、交付決定額を上回る場合。 

様式第５号による変更承認申請書を提出するとともに、変更理由書ほか変更内容が把握でき

る書類（様式については申請書に倣うこと）を添付します。 

 

（２）軽微な変更 

軽微な変更とは、当初の交付決定の目的・内容の変更を伴わない工事細部の変更を指します。

軽微な変更に当たるかどうかの判断は、当協会に相談してください。 

 

 



~ 33 ~ 

（３）事業の中止、廃止について 

助成対象者は交付決定を受け次第、事業遂行義務を負いますが、客観的な事情変更等により事

業の継続が不可能である場合は、当協会に相談してください。 

   

（４）事故報告について 

助成事業が交付申請時の予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は助成事

業の遂行が困難となった場合は、当協会に相談してください。なお、助成事業の完了日とは工事

の検査を完了した日とします。
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様式第５号（第１０条第１項関係） 

       

平成△△年○○月××日 

 

社団法人デジタル放送推進協会 理事長 殿 

   

郵便番号 100-△△△△     

住所 ○○県□□市△△丁目１番２号 

氏名   ○山 一郎         印 

                            電話  ××-1234-5678 

平成  年  月    日  

   

※法人の場合は、名称・代表者名を記載のこと。 

 

 

 

 

個別受信難視聴対策事業の変更承認申請書 

 

 

 

  平成    年    月    日付け    第        号で助成金の交付決定通知のあった個別受信難視

聴対策事業の一部を変更する必要があるので、平成２２年度個別受信難視聴対策事業費補助事業助成

金交付要綱第１０条第１項の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１  変更事項及びその内容 

 

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 

内

容 

 

 

 

 

 

 

経

費 施設・設備費 
  

 

２  変更を必要とする理由 

 

 

３  変更が助成対象事業に及ぼす影響 

 

 

４  交付の申請時に、消費税仕入控除税額を減額して申請した場合であって、助成金交付決定の通知

を受けた後において、助成対象事業の内容を変更（軽微な場合を除く。）しようとするときは、交付

を受けようとする助成金の額及び次の算式を明記すること。 

   交付を受けようとする助成金の額  金    ○○○ 千円 

   助成金所要額－消費税仕入控除税額＝助成金額 
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様式第６号（第１０条第１項関係） 

       

平成△△年○○月××日 

 

社団法人デジタル放送推進協会 理事長 殿 

   

郵便番号 100-△△△△     

住所 ○○県□□市△△丁目１番２号 

氏名   ○山 一郎         印 

                            電話  ××-1234-5678 

※法人の場合は、名称・代表者名を記載のこと 

 

 

 

 個別受信難視聴対策事業中止（廃止）承認申請書 

 

 

 

  平成    年    月    日付け    第        号で助成金の交付決定通知のあった個別受信難視

聴対策事業を中止（廃止）したいので、平成２２年度個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付

要綱第１０条第１項第３号の規定により、下記のとおり申請します。 

 

 

                                        記 

 

 

１  事業を中止（廃止）する理由 

 

 

 

２  経費の支出額内訳 

経費区分 既施工等部分額 未施工等部分額 合   計 

施設・設備費 ○○○,○○○ ○○○,○○○ ○○○,○○○ 

 

 

 

３  事業の再開の見通し（事業を中止する場合のみ） 

  (1) 中止期間      平成△△年○○月××日  ～   平成△△年○○月××日  

  (2) 完了予定日    平成△△年○○月××日
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様式第７号（第１１条関係） 

 

平成△△年○○月××日 

 

社団法人デジタル放送推進協会 理事長 殿 

   

郵便番号 100-△△△△     

住所 ○○県□□市△△丁目１番２号 

氏名   ○山 一郎         印 

                            電話  ××-1234-5678 

※法人の場合は、名称・代表者名を記載のこと。 

 

 

 

 

個別受信難視聴対策事業事故報告書 

 

 

 

  平成    年    月    日付け    第        号で助成金の交付決定通知のあった個別受信難視

聴対策事業について、下記の事故が発生したので、平成２２年度個別受信難視聴対策事業費補助事業

助成金交付要綱第１１条の規定により報告します。 

 

 

                                      記 

 

 

１  事故の内容及びその原因 

 

 

２  対策事業の現在の進捗状況 

 

 

３  現在までに要した経費 

 

 

４  事故に対してとった措置 

 

 

５  助成対象事業の遂行及び完了の予定 
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３ 状況報告 

 

○平成２２年度個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付要綱 

（状況報告） 

第１２条 助成対象者は、助成対象事業の遂行及び収支の状況について、当協会から要求があった場

合は、速やかに様式第８号による状況報告書を当協会に提出しなければならない。 

 

当協会より要綱第１２条の規定に基づき状況報告の要求が合った場合には、様式第８号の状況報告

書を提出してください。 
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様式第８号（第１２条関係） 

  

平成△△年○○月××日 

 

社団法人デジタル放送推進協会 理事長 殿 

   

郵便番号 100-△△△△     

住所 ○○県□□市△△丁目１番２号 

氏名   ○山 一郎         印 

                            電話  ××-1234-5678 

※法人の場合は、名称・代表者名を記載のこと。 

  

 

 

個別受信難視聴対策事業状況報告書 

 

 

 

  平成    年    月    日付け    第        号で助成金の交付決定通知のあった個別受信難視

聴対策事業の実施状況について、平成２２年度個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付要綱第

１２条の規定により報告します。 

 

 

                                      記 

 

 

１ 交付決定額の進捗状況 

 （千円） 

経費区分 
交付決定額 

(A) 

実績額 

(B) 

進捗率 

(B/A)% 

差  額 

(A-B) 
実績見込額 

施設・設備費 ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

 

 

２ 助成対象事業の遂行状況 

  助成対象事業の遂行について、その進捗が確認できる資料その他関係書類 
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第V章 実績報告について 
 

１ 実績報告書の作成 

 

○平成２２年度個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付要綱 

（実績報告） 

第１３条 助成対象者は、助成対象事業が完了した日（助成対象事業の廃止の承認を受けた場合は、

その承認を受けた日をいう。）から起算して１５日を経過した日又は３月１０日のいずれか早い日ま

でに、様式第９号による実績報告書を当協会に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において報告書の提出期限について、当協会の別段の指示を受けたときは、その指示

によることができる。 

３ 助成対象者は、第１項の報告を行うに当たって、助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場

合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

 

 

実績報告書（以下、報告書という。）は、助成事業が交付決定内容に沿って遂行されているか確認する

ものです。 

助成対象者へ助成金を交付する際には、個別受信難視聴対策事業が申請のとおり確実に執行され、そ

の事実に基づいて報告書が作成されているか、以下により審査します。 

 

（１）実施確認 

報告内容が事実であるかどうかの確認を、直接出向くなどして、できる限り助成事業を実施し

た事実について目視により行います。 

また、整備した機器は必ず「平成２２年無線システム普及支援事業費等補助金事業」と表示さ

れているかどうか確認します。 

注１：表示は、適宜のラベルを機器に直接貼付したものとします。 

（幹線ケーブル等は表札等で適宜表示） 

 

（２）報告書の審査 

報告書の内容を次のポイントでチェックをします。 

ア 申請時の内容と相違がないか。 

交付申請書の内容どおりに助成事業が完了していること。 

イ 事業の内容等に変更がある場合、必要な手続きが行われており、変更承認の内容のとおり

事業が完了しているか。 

 （あらかじめ承認を得ていない変更は認められないため、当該変更部分は助成対象外としま

す。） 

ウ 請求書（領収書）の内容は適正か。 

エ 写真の機器は請求書（領収書）の機器と一致するか。 

    オ 図面は変更承認の内容と一致するか。 

（ただし、交付申請時から変更された場合に限ります。） 

    なお、上記ウ及びエについての具体的な審査については以下のとおり。 

 

◎請求書についての留意点 

 

１ はじめに 

  交付要綱では、施設整備工事代金等の「請求書の写し」又は「同領収書の写し」となっています。

先に提出されている申請書に添付された見積書の明細と比較し、実績が交付申請の内容と相違無い

ものかどうかを必ず確認します。 
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２ 請求書（領収書）の内容について 

（１）留意事項（以下「請求書」には、「領収書」の内容を含む。） 

 ア 請求書は、実際に工事を請け負い、代金の支払いを請求する業者が作成したものとして下さ

い。 

  イ 請求書は、請求額その他内訳等を記載した「請求書の写し」を提出して下さい。ただし、交

付申請時の見積りと請求書の内容に差異がある場合には、詳細な内訳の提出を要するものとし

ます。 

 

（２） 審査する内容 

基本的には交付申請時と同様に審査します。なお、以下の項目については、特に注意して下さ

い。 

  ア 交付申請（変更承認があった場合は、変更承認申請）の内容と相違がないか。軽微な変更に

ついては、事前に協会に確認をとった事項も含め、理由を記載した文書を参考として添付する

こと。 

  イ 積算内容が適正か。 

縦計、横計を入れて積算に誤りはないか確認すること。 

    

ウ 記載内容に誤りはないか。 

・事業者名（代表者名、印も必要） 

・日付（請求日は実績報告を提出する日以前となっていること。） 

・工事名（「平成２２年度無線システム普及支援事業費等補助金」の表記があること。） 

・請求金額 

  エ その他 

① 明細の付属資料として機器の仕様書は不要。 

② 工事着工又は契約関係の書類は、必要に応じて求めることがあります。 

 

 

 

 

◎添付写真についての留意点 

 

１ 作成の考え方 

  整備した機器の事実について確認をします。なお、以下の写真は不要とします。 

・テレビ受像器による画質調整状況の写真 

・材料検収用写真、作業前、作業中の写真 

 

２ 写真作成の注意点 

（１）写真の種類 

フィルム写真、デジタル写真によるカラー撮影とする。 

注 写真は経年変色しない用紙で提出すること。 

 

（２）編さん方法 

写真は整理し、機器名、機器番号、設置場所等の説明を各写真の見出しに入れることとします。

なお、写真に助成事業により整備した機器と別の機器が混在して写っている場合は、どの機器か

がわかるように明示することとし、写真に油性サインペン等で囲むこととします。 

 

３ 撮影方法 

すべての機器について写真を撮ることは求めません。受信点、増幅器、伝送路の架線等の状況な

ど全体の設備や配線構成が理解できる程度とします。 
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（３）提出書類 

実績報告書は次の順に編さんします。 

ア 実績報告書（交付要綱様式第９号） 

イ 領収書（又は請求書）の写し 

ウ 当該設備等の完成写真（ケーブルテレビ等移行対策の場合は除く。） 

 

エ 有線電気通信法第３条の規定に基づく届出の写し（本事業により届出等を要した場合に限

る。） 

 

オ 振込先口座又は助成金の受領に関する委任書類（助成金の受領に関する委任書類は、助成

金の受領先を申請者が委任する場合に提出する。） 

 

 

 

（４）提出方法 

助成事業が完了した日から１箇月を経過した日又は当年度の３月１０日のいずれか早い日まで

に(社)デジタル放送推進協会へ「（３）提出書類」に掲げる書類を提出します。 

（修正する場合の期間をかんがみ、締切り日の２週間前までに提出して下さい。） 

   

注） 事業が完了した日：交付決定の対象となった助成事業が完全に終了したとき（交付対象工事の竣

工時）。 
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様式第９号（第１３条第１項関係） 

 

 

平成△△年○○月××日  

   

社団法人デジタル放送推進協会 理事長 殿 

 

郵便番号 100-△△△△     

住所 ○○県□□市△△丁目１番２号 

氏名   ○山 一郎         印 

                             電話  ××-1234-5678 

※法人の場合は、名称・代表者名を記載のこと。 

 

個別受信難視聴対策事業（年度終了）実績報告書 

 

  平成    年    月    日付け    第        号で助成金の交付決定通知のあった個別受信難視聴

対策事業は、完了（廃止・完了せずに年度終了）しましたので、平成２２年度個別受信難視聴対策事業

費補助事業助成金交付要綱第１３条第１項の規定により、下記のとおり報告します。 

 

 

                                      記 

 

 

１  助成対象事業の実施状況 

                                                                  （千円） 

区         分 
交付決定年月日 

助成金交付額 

助成金交付 

実  績  額 

助 成 金 ○○○ ○○○ 

 

２  事業の実施状況 

施設の設置場所 
○○県□□市△△丁目×番××号 

工事施工業者名 
株式会社△△△△ 

着    工    日 平成２２年６月△△日 

完    了    日 平成２２年７月××日 
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３  事業収支総括表 
                                                                         （円） 

収                         入 

 

助成金 

交付決定年月日 

交付決定額 

精算払年月日 

精算払金額 

○○○,○○○ ○○○,○○○ 

受信者の負担額 予   算   額 実   績   額 

 
借    入    金 ○○○,○○○ ○○○,○○○ 

自  己  資  金 ○○○,○○○ ○○○,○○○ 

その他（      ） 

（注１） 
○○○,○○○ ○○○,○○○ 

小        計 ○○○,○○○ ○○○,○○○ 

 

（注１）財源の内容を記載すること。 

支                出 

経   費   区   分 予   算   額 
実   績   額 

（支出額合計） 

施 設 ・ 設 備 費 ○○○,○○○ ○○○,○○○ 

 

４ 助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、交付を受けようとする助成金の額及び次の

算式を明記すること。 

 

  交付を受けようとする助成金の額  金   ○○○千円 

  助成金所要額－消費税仕入控除税額＝助成金額 

 

５  添付書類 

  (1) 工事代金等の請求書又は同領収書の写し 

  (2) 当該設備等の完成写真（注２） 

  （注２）ケーブルテレビ等移行対策の場合は除く。 

(3) 有線電気通信法第３条の規定に基づく届出の写し（注３） 

(注３)本事業により届出等を要した場合に限る。 

(4) 振込口座又は助成金の受領に関する委任書類 
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（実績報告書添付書類用）① 

 

助成金の受領に関する委任 
 

 
 
 

上記の助成金（当該改修に要した代金）について、社団法人デジタル放送推進協会から工事施工業者

に対して直接支払うことを希望するため、受領に関する権限を次の受任者に委任します。 

 
 

○委任者 

 
郵便番号 
住所 

 
              氏 名                ㊞ 

 
電話   （  ） 

 
 

         

             ○受任者 

 

郵便番号 
住所 
 
会社名（工事施工業者又はCATV代理店等） 
 
代表者名            ㊞ 
 
電話   （  ） 
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（実績報告書添付書類用）② 

（工事施工業者又はCATV代理店等用） 
 

平成  年  月  日 

 

 
 
 

助成金振込み先口座番号通知書 
 
 
 
 
                 （工事施工業者又はCATV代理店等） 

   郵便番号 
住所 

 
会社名 
代表者名                ㊞ 

 
電話   （  ） 

 
 
 
■ 振込み先口座 

          金融機関
フ リ ガ ナ

 

                             銀行  注 

                             支店 

          口座番号 

               普通・当座            
 

          口座名義
フ リ ガ ナ

                  

 

 

 

■ 経理担当者          電話番号      （内線）     
 

 

 

 

  注 銀行には、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫、労働金庫、農林中央金庫、 
    信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会及びゆうちょ銀行を含みます。 
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（実績報告書添付書類用）③ 

 
（助成事業者（個人用）） 

 
平成  年  月  日 

 

 
 
 

助成金振込み先口座番号通知書 

 
 
 
 
                  郵便番号 

住所 
 
                  氏 名               ㊞ 

 
電話   （  ） 

 
 
 
■ 振込み先口座 

          金融機関
フ リ ガ ナ

 

                             銀行  注 

                             支店 

          口座番号 

               普通・当座            
 

          口座名義
フ リ ガ ナ

                  

 

 
 

 

  注 銀行には、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫、労働金庫、農林中央金庫、 
    信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会及びゆうちょ銀行を含みます。 

 
 

 

 

 

 

 

 



~ 47 ~ 

  

２ 助成金の額の確定 

 

○平成２２年度個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付要綱 

（額の確定等） 

第１４条 当協会は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行

い、その報告に係る助成対象事業の実施結果が助成金の交付の決定の内容（第１０条の規定に基づ

く承認をした場合は、その承認した内容）及びこれに付した条件に適合すると認められた場合には、

助成対象者に対して、様式第１０号による助成金の額の確定通知書により通知するものとする。 

２ 前項の交付すべき助成金の額は、助成対象事業における助成対象経費の実績額について、第６条

の規定に基づく算出された額と交付決定額のいずれか少ない額とする。 

 

（助成金の支払） 

第１５条 助成金は、前条の規定により交付すべき助成金の額を確定した後に支払うものとする。 
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様式第１０号（第１４条第１項関係） 

 

第            号            

平成△△年○○月××日  

郵便番号 100-△△△△     

住所 ○○県□□市△△丁目１番２号 

氏名   ○山 一郎         印 

電話  ××-1234-5678 

 

                                                

社団法人デジタル放送推進協会 理事長 印 

 

 

個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金の額の確定通知書 

 

 

  平成    年    月    日付けで実績報告のあった個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金の額を、

平成２２年度個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付要綱第１４条第１項の規定により、下記の

とおり確定したので、同条の規定により通知する。 

 

 

                                        記 

 

 

１  助成金の確定額は、          金      ○○○千円とする。 

 

２  内訳は次のとおりとする。 

                                    （千円） 

経 費 区 分 交 付 確 定 額 

施設・設備費 ○○○ 

 

 

（参考）助成対象経費の額   ○○○,○○○  円 
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 ３ 消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還 

  

○平成２２年度個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付要綱 

（消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還） 

第１７条 助成対象者は、助成対象事業完了後に、消費税の申告により助成金に係る消費税仕入控除

税額が確定した場合には、速やかに様式第１１号の報告書を当協会に提出しなければならない。 

２ 当協会は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ず

る。 

３ 第１６条第４項の規定は、前項の返還について準用する。 

 

 

助成事業完了後、消費税の申告により助成金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに

交付要綱第１７条の規定により「個別受信難視聴対策時事業助成金に係る消費税額の確定に伴う報告書」

（様式第１１号）を当協会に提出してください。当協会では、この報告書を受けて当該消費税仕入控除

税額の全部又は一部の返還を求めることとします。
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様式第１１号（第１７条第１項関係） 

  

平成△△年○○月××日  

   

社団法人デジタル放送推進協会 理事長 殿 

 

郵便番号 100-△△△△     

住所 ○○県□□市△△丁目１番２号 

氏名   ○山 一郎         印 

                             電話  ××-1234-5678 

※法人の場合は、名称・代表者名を記載のこと。 

 

 

消費税額の額の確定に伴う報告書 

                                         

 平成２２年度個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付要綱第１７条第１項の規定に基づき、下

記のとおり報告します。 

 

 

                                      記 

 

                                         

１ 助成金額（交付要綱第１４条第１項による額の確定額） 

             円 

 

２ 助成金の確定時における消費税仕入控除税額 

               円 

 

３ 助成金の確定に伴う助成金に係る消費税仕入控除税額（注１） 

          円 

 

４ 助成金返還相当額（３－２） 

                      円 

 

 

（注１）別紙として積算の内訳を添付すること。 

 



~ 51 ~ 

 

４ 助成事業の経理等 

 

○平成２２年度個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付要綱 

（助成対象事業の経理等） 

第１８条 助成対象者は、助成対象事業の経理については、帳簿及びすべての証拠書類を備え、他の

経理と明確に区別して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 助成対象者は、前項の帳簿及び証拠書類を助成対象事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）

の日の属する年度の終了後５年間、当協会の要求があったときは、いつでも閲覧に供すことができ

るように保存しておかなければならない。 

 

（１）助成事業の経理 

収支に関する証拠書類を、助成事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存してくだ

さい。 

 

（２）助成事業で整備した物品の管理 

各物品には、必ず「平成○○年無線システム普及支援事業費等補助金事業」等の表示（適宜のラ

ベルを機器に直接貼付）を行い、整備した物品の所在を速やかに目視・確認できるよう、お願いし

ます。（財産管理台帳の類を作成しておくことが望ましいです。） 
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５ 財産処分 

 

○平成２２年度個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付要綱 

（財産の管理等） 

第１９条 助成対象者は、助成対象事業によって取得し、又は効用を増加させた財産（以下「取得財

産等」という。）については、助成対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理

し、助成金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

２ 当協会は、助成対象事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれ

るときは、その収入の全部又は一部を当協会に納付させることがある。 

 

（処分等の制限） 

第２０条 助成対象者は、取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円以上の取得財産等を助成金の

交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするとき

は、あらかじめ様式第１２号よる処分制限財産にかかる助成目的外使用等の事前承認申請書を当協

会に提出し、当協会の承認を受けなければならない。ただし、別紙２に定める財産の処分制限期間を

経過した場合は、この限りではない。 

２ 前条第２項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。 

 

 （財産の処分による収入の納付等） 

第２１条 助成対象者は、第１９条第２項（前条第２項において準用される場合を含む）の規定によ

り、財産の処分による収入の全部又は一部を国に納付する場合には、速やかに様式第１２号による

届出書を当協会に提出しなければならない。 

２ 当協会は、前項の届出があった場合には、当該収入の全部又は一部の納付を命ずる。 

３ 第１項の財産の処分による収入の納付期限は、前項の命令をした日から起算して２０日以内とし、

期限内に納付がない場合には、当協会は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年

利５パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

別表第２ 

処分を制限する財産の名称 処分制限

期間（年）施設設備等の分類 財産の名称、構造等 

構築物  

 鉄塔及び鉄柱 

  円筒空中線式のもの 

  その他のもの 

 鉄筋コンクリート柱 

 木柱 

 アンテナ 

 接地線及び放送用配線 

 

 

３０ 

４０ 

４２ 

１０ 

１０ 

１０ 

機械及び装置 テレビジョン放送設備 

その他の通信設備（給電用指令設備を含む。） 

６ 

９ 
 

 

補助事業により整備した設備を処分する際には、当協会の承認が必要となりますが、次のいずれかに

該当する場合には承認は不要となっているため求めません。 

  

○ 整備した財産の取得価格が５０万円未満のもので、助成金等の交付の目的を達成するために特に

必要がないと認められるもの。 

 ○ 整備した財産の処分制限期間が総務省所管補助金等交付規則（平成十二年総理府・郵政省・自治

省令第六号）別表に定める処分制限期間を経過した場合 
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 また、処分の際（交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとす

るとき）には当協会に必ず相談してください。 

 
無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱について【補足事項】 

 

平成２２年２月１日（最終改正）

 

１ 交付の申請について 

 

（略） 

 

２  財産の処分制限期間について 

 

(1) 交付要綱第１９条第１項の「大臣が別に定める財産の処分制限期間」は、減価償却資産の耐用

年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）において規定される耐用年数に相当する期

間とする。 

(2) 交付要綱第１９条の２第１項の「大臣が別に定める財産の処分制限期間」は、総務省所管補助

金等交付規則に定めるところによるものとする。 

 

３ 交付対象施設等について 

 （略） 

(1) 交付要綱別表の各項の「附帯工事費」には、調査費、設計費、資材運搬費、総合測定費、現場

管理費等工事に必要な経費が含まれる。 

(2) 交付要綱別表の１及び２の(1) の「大臣が別に定める施設・設備」は、別紙のとおりとする。 

(3) 携帯電話等エリア整備事業及びデジタルテレビ中継局整備事業は、次の各号に掲げる地域のい

ずれかを含む市町村において事業を行うものに限る。 

① 過疎地（過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第２条第１項に規定する

過疎地域、同法第３２条の規定に基づき読み替えて適用される同法第２条第１項に規定する過

疎地域及び同法第３３条の規定に基づき過疎地域とみなして同法の適用を受ける地域をいう。）

② 辺地（辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３

７年法律第８８号）第２条第１項に規定する辺地をいう。） 

③ 離島（離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２条第１項の規定に基づき離島振興対策実

施地域として指定された地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和４４年法律第７９号）第

２条第１項に規定する小笠原諸島、鹿児島県の区域のうち奄美市及び大島郡の区域並びに沖縄

県の区域をいう。） 

④ 半島（半島振興法（昭和６０年法律第６３号）第２条第１項の規定に基づき半島振興対策実

施地域として指定された地域をいう。） 

⑤ 山村（山村振興法（昭和４０年法律第６４号）第７条第１項の規定に基づき振興山村として

指定された地域をいう。） 

⑥ 特定農山村（特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法

律（平成５年法律第７２号）第２条第１項に規定する特定農山村地域をいう。） 

⑦ 豪雪地帯（豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第２条第１項の規定に基づ

き豪雪地帯として指定された地域をいう。） 

(4) デジタルテレビ中継局整備事業の場合は、平成１３年度以降の合併により前項各号に掲げる地

域に該当しなくなった市町村については、前項の規定にかかわらず、平成２２年度までに限り、

これを前項各号に掲げる地域を含む市町村とみなす。 
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４ 財産処分について 
 
 (1)（略） 

 (2) 交付要綱第２０条で定める「大臣が別に定める基準」は、総務省所管一般会計補助金等に係る財

産処分承認基準（平成２０年４月３０日総官会第７９０号）に定める包括承認事項のほか、次の

とおりとする。 
① 以下の要件を満たす財産処分である場合 
ア 国庫補助事業完了後１０年を超える期間を経過した建物及び建物以外の工作物並びに土地

の全部又は一部を公共用又は公用に供する次の施設へ転用するものであること。 
地域情報施設、研修施設、防災施設、試験研修施設、社会教育施設（公民館、図書館、博

物館等）、社会体育施設（体育館等）、文化施設（美術館等）、児童福祉施設（児童館等）老人

福祉施設、障害者福祉施設、特定非営利活動法人（ＮＰＯ）拠点施設、公害防止施設、医療

施設、庁舎 
イ 当該補助事業により設置した無線通信用施設及び設備が所在する都道府県、市町村及び都

道府県又は市町村の連携主体への無償による転用であること。 
② ①以外の場合であって、当該補助事業の本来の用途又は目的の遂行に支障がなく、かつ電波

の適正な利用の確保に資すると認められる場合であり以下のいずれかに該当する場合 
ア 電波遮へい対策事業及び無線システム普及支援事業（以下「対策事業」という。）により無

線通信を行っている電気通信事業者が対象地域の通信量の増加等に応じるための設備を増加

する場合 
イ 対策事業により無線通信を行っている電気通信事業者が次世代方式携帯電話等の新たな無

線通信を行うための設備を追加する場合 
ウ 対策事業により無線通信を行っている電気通信事業者以外の電気通信事業者が無線通信を

行うための設備を追加する場合 
エ 対策事業により整備されたテレビジョン放送用施設・設備に、当該施設・設備から放送し

ている放送事業者以外の放送事業者が放送を行うための施設・設備を追加する場合 
オ 対策事業により整備された共聴施設に、当該共聴施設において再送信している放送以外の

放送を再送信するための施設・設備を追加する場合 
カ 国又は地方公共当協会の行政目的を遂行するために防災行政無線等の電気通信設備を設置

する場合 
 

５ その他  （略） 
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様式第１２号（第２０条、第２１条関係） 

  

                               平成△△年○○月××日  

   

社団法人デジタル放送推進協会 理事長 殿 

 

郵便番号 100-△△△△     

住所 ○○県□□市△△丁目１番２号 

氏名   ○山 一郎         印 

                             電話  ××-1234-5678 

※法人の場合は、名称・代表者名を記載のこと。 

 

 

 

個別受信難視聴対策事業に係る財産処分承認
申請

届出書 

 

 

 平成２２年度において、個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金により取得した施設の財産処分を

行いたいので、関係書類を添えて下記のとおり
申請

届け

しま

出ま

す。

す。 

 

記 

 

１ 処分の内容 

（取得財産の目的外利用、交換、貸与、担保、取り壊し又は廃棄の別）  

 

２ 処分の理由 

   

３ 取得財産の概要 

 (1) 施設の名称     

(2) 施設設置者（事業主体）の名称    

 (3) 施設の所在地    

 (4) 事業費 

 （ア）  国庫補助金（助成金）       

 （イ） その他の負担金       

 

４ 処分の概要 

 (1) 処分しようとする相手方（注１） 

    

 (2) 処分しようとする財産の範囲 

    （処分しようとする財産の範囲を特定するとともに、財産の範囲が確認できる図面等を添付する

こと。） 

    

 (3) 処分の期間（注１） 

    

 (4) 処分の条件（注１） 

（無償・有償の別、その他の条件を記載すること。有償の場合は、利用料金、貸与に伴う経費（維

持管理費を含む。）見込額を記載すること。） 
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５ 処分に伴う無線通信サービス又は放送の再送信サービスの運用開始日（注１） 

 

（注１）取壊し又は廃棄の場合は記載を要しない。 
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第Ⅵ章 関係手続きについて 
 

１ 有線電気通信法による届出、有線テレビジョン放送法による設置許可 

 

◎個別受信における有線電気通信法と有線テレビジョン放送法との手続関係について 

 施設の面 業務の面 

有テレ法による

設置の許可 

有線法による設置届 

有テレ法による業務開

始届等 

同一建物内及び

同一構内に設置

する場合 

左記以外の場合

 

50端子以下で同時

再送信のみのもの 
× × ○ × 

（注） ○印は要、×印は不要を表す。 

 

２ 有線電気通信法による届出 

 (1) 注意点 

有線電気通信法第３条第１項から第３項までの規定による届出は工事開始の２週間前までに行

わなければなりません。 

 (2) 届出手続き等 

ア 届出書は正本（申請者の押印があるもの）と副本（コピーしたもので可）の２部を提出して

ください。 

   イ 届出と交付申請で共通する事項は一致させてください。 

ウ 届出書を郵送する際は、切手の貼った返信用封筒を同封してください。（宛先は所轄の総合

通信局） 

(3)使用する様式について（記載例は次頁以降参照） 

  ○ 設置する場合 

有線電気通信法施行規則別紙様式第１及び第２ 

  ○ 変更する場合 

    有線電気通信法施行規則別紙様式第４及び第２ 
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別紙様式第一（第１条関係） 

 

有線電気通信設備設置届 

 

 

平成○○年○○月○○日 

 

総務大臣  殿 

 

 

 

郵便番号 〒○○○-○○○○ 

住  所 ○○県○○市○○町○○ 

氏  名 

  総務 太郎  印 

 

 

電話番号 ○○-○○○○-○○○○ 

 

 

 

 

有線電気通信設備を設置するので、有線電気通信法第３条第１項及び第２項の規定に基づき、別紙の

書類を添えて届け出ます。 

記載例：有線電気通信法による届出 
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別紙様式第二（第１条関係） 

 

事  項  書 

 

１ 有線電気通信の方式 

テレビジョン（音声複合） 

 

２ 通信事項 

ＮＨＫ、○○テレビジョン放送局（総合）の放送の同時再送信 

 

３ 設備の設置場所 

(1) 機 械（中継増幅器及び光電変換器を除く） 

種   別 設 置 場 所 住 所 

受信点 

 

○○町○○ 

 

    

 

(2) 線路及び付近の道路、鉄道、軌道等の位置 

別添地図に記載のとおり 

 

(3) 設備と付近の他の施設との関係 ※該当する場合は記載のこと。 

   ア 電線等との離隔関係 

  設  備

 

付近の 

他の施設 

架空電線の

支持物 

単独柱の架

空電線 

共架柱の架

空電線 
屋内電線 地中電線 備 考 

電  線  ｍ ｍ    

強

電

流

電

線 

低  圧 
ｍ 

（   ） （   ） （   ） 

ｍ ｍ  

高  圧 
 

（   ） （   ） （   ） 

   

特別高圧 
 

（   ） （   ） （   ） 

   

建 造 物       

 

イ 道路等との関係 

       設備 

        

付近     関係 

 の他の施設    

架 空 電 線 

備    考 
道路、鉄道又は軌道、横断歩道

橋上の最低の高さ 

道    路 ｍ  

鉄道又は軌道   

横断歩道橋   

そ の 他   

記載例：有線電気通信法による届出 
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４ 設備の概要 

(1) 機 械 

ア 交換機 

種  類 回線容量 台  数 備    考 

― ― ―  

― ― ―  

 

イ 増幅器（中継増幅器を含む）又は光電変換器 

種  類 定格出力レベル 台  数 備  考 

○○○ ○Ｗ又はｄＢｍ ○○  

    

 

ウ 端末機器 

種  類 台  数 備  考 

― ―  

― ―  

    

エ 保安装置 

種  類 台  数 備  考 

― ―  

― ―  

    

(2) 線 路 

ア 線 条 

架空、地下、水底の別 線 種 対 数 こう長 延 長 備 考 

   kｍ kｍ  

計      

 

イ 電 柱 

種  類 数 量 

共架電柱の相手方別数量 

備  考 電気通信 

 事業者 
電気事業者 その他 

木     柱 本 本 本 本  

コンクリート柱      

鉄     柱      

そ  の  他      

計      

 

(3) 線路の電圧 

               Ｖ以下 

 

 (4) 通信回線の電力 
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通信回路の種別 周波数の別 電   力 備    考 

    

    

 

 

５ 工事開始及び設置の予定期日 

   平成○○年○○月○○日 （～平成○○年○○月○○日） 

 

６ その他 
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別紙様式第四（第４条関係） 

 

有線電気通信設備変更届 

 

 

平成○○年○○月○○日 

 

総務大臣  殿 

 

 

郵便番号 〒○○○-○○○○ 

住  所 ○○県○○市○○町○○ 

氏  名 

  総務 太郎  印 

 

 

電話番号 ○○-○○○○-○○○○ 

 

 

有線電気通信設備を下記により変更するので、有線電気通信法第３条第３項の規定に基づき、別紙の

書類を添えて届け出ます。 

 

記 

 

１ 変更事項 

 

 

２ 変更に係る設備の届出年月日 

 

 

注１ 氏名を自筆で記載したときは、押印を省略できる。法人の場合は、その商号又は名称及び代表者

の氏名を記載することとし、代表者が氏名を自筆で記載したときは、押印を省略できる。 

注２ 変更事項については、「有線電気通信の方式」、「設備の設置の場所」等と記載すること。 

注３ 変更により法第３条第２項各号に掲げる設備（第２条に掲げるものを除く。）に該当することとな

るときは、別紙様式第三の書類を添えて提出すること。 

注４ 変更工事開始及び完了の予定年月日 

記載例：有線電気通信法による届出 
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第Ⅶ章 個別受信難視聴対策事業に関するＱ＆Ａについて 

（未定稿） 
 

【全体】 

問１ 個別受信難視聴対策事業の導入理由如何。 

問２ どの地区が助成対象となるのか。 

問３ 実施主体については法人も含まれているが、事務所や別荘等、非居住世帯も対象となるのか。 

問４ 申請は、誰が行うのか。 

問５ 区域外波の受信困難地区は助成対象か。 

問６ 国の補助（ＩＣＴ交付金等）により、ケーブルテレビ施設を整備した地区で新たな難視地区の場

合、本助成事業の対象となるのか。 

問７ 本助成の他、ＮＨＫの助成を受けることは可能か。 

 

【高性能等アンテナ対策事業 関連】 

問８ どの地区が助成対象となるのか。 

問９ 助成対象設備はどのようなものがあるのか。 

問１０ 助成額の上限はあるのか。 

問１１ 数世帯が共同で裏山等にアンテナを設置し分岐して使用する場合、本助成対象となるのか。 

問１２ 共聴新設を対策手法としている新たな難視地区内に、本助成を受けたい世帯が存在する場合、

本助成を行うことは可能か。 

 

【ケーブルテレビ等移行対策事業 関連】 

問１３ 本助成事業は、ケーブルテレビ以外への移行を想定しているのか。 

問１４ ケーブルテレビに移行する際、助成対象となる経費にはどのようなものがあるか。 
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【全体】 

問１ 個別受信難視聴対策事業の導入理由如何。 

（答） 

地上デジタルテレビ放送を受信するためのテレビ等は、地上アナログテレビ放送時と同様に、視

聴者が自己負担で購入することが基本であり、また、アンテナ交換等が必要となる場合の工事につ

いても、それぞれ自己負担による工事の実施が基本である。 

   しかしながら、戸建て住宅のアンテナ交換等に要する工事費は、概ね３万５千円以下で実施でき

る場合が多いのに対して、山間地・丘陵・窪地等の地理的要因により、もともと電波の受信が良好

でない地域における施設の改修費用については、高額になる場合が想定されるため、このような施

設の改修に対して、その負担の軽減を図るとともに、地上デジタルテレビ放送の円滑かつ確実な移

行に資することを目的に国が支援することとした。これが本事業の導入の理由である。 

 

問２ どの地区が助成対象となるのか。 

（答） 

難視地区対策計画において、対策手法が以下の地区であるものが助成対象となる。 

  高性能等アンテナ対策事業    ・・・「高利得アンテナ対策等」 

  ケーブルテレビ等移行対策事業・・・「ケーブルテレビ等加入」、「高利得アンテナ対策等」又は「共

聴新設」 

 

問３ 実施主体については法人も含まれているが、事務所や別荘等、非居住世帯も対象となるのか。 

（答） 

別荘地や事業所等の非居住世帯についても、難視地区対策計画に掲載されたものは補助対象とす

る。 

 

問４ 申請は、誰が行うのか。 

（答） 

難視地区対策計画が策定されている地区において、現にアナログ放送を個別受信するための受信

設備を設置している建屋を所有又は管理している個人又は事業者等の法人が申請を行う。 

 

問５ 区域外波の受信困難地区は助成対象か。 

（答） 

区域外波の受信困難地区についても、難視地区対策計画へ掲載されている地区であれば、助成対

象となる 
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問６ 国の補助（ＩＣＴ交付金等）により、ケーブルテレビ施設を整備した（する）地区で新たな難視

地区の場合、本助成事業の対象となるのか。 

（答） 

   

  高性能等アンテナ対策事業、ケーブルテレビ等移行対策事業ともに、難視地区対策計画により策定

された対策手法であれば、国の補助により整備されたエリアであっても助成対象となる。 

 

問７ 本助成の他、ＮＨＫの助成を受けることは可能か。 

（答） 

  ＮＨＫの助成制度の要件に合致している場合は可能である。 

 

問８ 新たな難視地区で、集合住宅の場合でも助成対象となるか。 

（答） 

  集合住宅でも助成対象になる。 

  ただし、助成対象は、現にアナログ放送を個別受信するための受信設備を設置している建屋を所有

又は管理している個人又は事業所等の法人としている。故に、例えば当該集合住宅の管理している法

人は助成対象となり得るが、当該集合住宅に入居している個別世帯単位での助成にはならないので留

意されたい。 

  

【高性能等アンテナ対策事業 関連】 

問９ 助成対象設備はどのようなものがあるのか。 

（答） 

  高性能等アンテナ対策事業に要する費用として、アンテナ、ブースタ－、伝送路用同軸ケーブル、

アンテナ支持柱等地デジを視聴するための必要最低限の設備費用及び当該設備設置に係る工事費が助

成対象となる。 

  なお、個別受信を恒久的に維持していく設備として過度な設備とならないよう、伝送路用ケーブル

は同軸ケーブルに限ることとし、また、伝送路用ブースタは１台のみとしている。 

 

問１０ 助成額の上限はあるのか。 

（答） 

  助成額に上限は定めていない。 

  ただし、助成対象設備として、個別受信を恒久的に維持していく設備として過度な設備とならない

よう、伝送路用ケーブルは同軸ケーブルに限ることとし、また、伝送路用ブースタは１台のみとして

いる。 



~ 66 ~ 

 

問１１ 数世帯が共同で裏山等にアンテナを設置し分岐して使用する場合、本助成対象となるのか。 

（答） 

複数の世帯で共聴を新設した場合は、本助成対象とはならない。その場合は、辺地共聴施設新設整

備事業の補助スキームの利用が考えられる。 

  ただし、自ら受信点を設置することに換え、近隣のケーブルテレビや共聴施設等から信号供給を受

ける場合は可能とし、その条件は次のとおりとする。 

① 自ら受信点を整備することが著しく困難であり、かつ、安価となること。 

   ② 助成事業により整備される伝送路設備等は、補助対象者の所有・管理の下にあること。 

  ③ ケーブルテレビ等との接続は、信号供給を受けるための契約となるものであり、ケーブルテレ

ビや共聴組合への加入でないこと。なお、接続のための契約料等の一切の費用については、本事

業の補助対象としない。 

 

問１２ 共聴新設を対策手法としている新たな難視地区内に、本助成を受けたい世帯が存在する場合、

本助成の対象となるか。 

（答） 

  本助成対象とはならない。 

  ただし、ケーブルテレビ等移行対策事業については、補助額を定額（上限３万円）としているため、

他の手法と比べ助成額が最も低廉であり、また、受信者は、加入後発生する月々の視聴料（数千円／

月）を継続して負担していくことに鑑み、新たな難視地区の受信側対策を実施する受信者が、本事業

を希望する場合は適用対象とする。 

 

【ケーブルテレビ等移行対策事業 関連】 

問１３ 本助成事業は、ケーブルテレビ以外への移行を想定しているのか。 

（答） 

  本助成事業は、ケーブルテレビへの移行の他、有線役務利用放送事業者の提供する有線放送サービ

スへの加入や既設共聴施設への加入も対象としている。 

 

問１４ ケーブルテレビに移行する際、助成対象となる経費にはどのようなものがあるか。 

（答） 

  ケーブルテレビの加入に要する費用として、加入契約料、幹線負担金、引き込み工事、宅内工事に

係るものを補助対象とする。 

  なお、当該工事に要する費用は、地上デジタル放送を視聴するために必要なものに限り、ブロード

バンドサービス、ＩＰ電話などの付加価値サービスを利用するための経費は対象外である。 

 

 


